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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３１年３月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成３０年１０月６日 １５時５０分ごろ 

発生場所 沖縄県宮古島
み や こじ ま

市佐和田
さ わ だ

漁港西方沖 

佐和田四等三角点から真方位２７４°２.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２４°５０.９′ 東経１２５°０７.８′） 

事故の概要  遊漁船第１絹
きぬ

丸は、西進中、転覆した。 

 第１絹丸は、船長及び同乗者が軽傷を負い、推進器翼の欠損等を生

じた。 

事故調査の経過  平成３０年１０月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（那

覇事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 第１絹丸、３.２トン 

 ２９６－２１９２４沖縄、個人所有 

 ９.２３ｍ（Lr）×２.５２ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１７６.５kＷ、平成１４年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成２４年５月２２日 

  免許証交付日 平成３０年５月２１日 

（平成３４年５月２２日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 ２人（船長、同乗者） 

 損傷 推進器翼に欠損及び曲損、船首部ブルワークの脱落、操舵室の倒壊、

主機等に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約７m/s、視界 良好 

海象：うねり 波向西、波高約２ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

宮古島地方には、平成３０年１０月５日１６時０２分に波浪注意報

（有義波高２.５ｍ）が発表され、本事故当時も継続中であった。 

全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）による平良港沖（本事故発

生場所の東方約５.８Ｍ）の波浪観測値は、次のとおりであった。 
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時刻 

(時：分) 

有義波 
波向 

波高(ｍ) 周期(ｓ) 

15:00 1.64 9.3 北北西 

15:20 1.63 9.1 北北西 

15:40 1.72 8.6 北北西 
 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、台風で避難し

ていた佐和田漁港から宮古島市長山
ながやま

港渡口
と ぐ ち

地区に回航する目的で、平

成３０年１０月６日１５時００分ごろ出港し、‘佐和田漁港西方沖の

干出浜（さんご礁）に囲まれた浅礁域’（以下「本件浅礁域」とい

う。）を西進した。 

本船は、佐和田漁港西方沖約１.５Ｍにある本件浅礁域外に出る水

路（可航幅約５０ｍ）を約２０ノットの対地速力で航行し、船首方か

らの波高約２ｍの磯波 を乗り越え、次の磯波を乗り越えようとした

とき、船首が持ち上げられて推進器翼が干出浜に接触した。 

本船は、推進力がなくなって航行不能となり、磯波を受けて右方に

振られ、更に左舷方から磯波を受けて１５時５０分ごろ右舷側に転覆

し、船長及び同乗者が投げ出された。 

船長は、波が高いのでここで泳いで干出浜に上がるのは危険と判断

し、同乗者と共に潮流に身を任せて南方に流された後、波の影響が少

ない干出浜まで泳ぎ、１８時００分ごろ宮古島市下地
し も じ

島西岸から陸に

上がった後、１９時１７分ごろ海上保安庁に事故の発生を通報した。 

本船は、転覆した状態で南西方沖に約９Ｍ漂流し、７日、船長が手

配した漁船にえい
．．

航され、長山港渡口地区に陸揚げされた。 

 （付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約１.１ｍであった。 

本船は、台風が接近した場合、佐和田漁港で避難し、台風が過ぎた

後、長山港渡口地区に回航していた。 

船長は、佐和田漁港から出港する際、満潮だと本件浅礁域から出る

際の磯波が高くなるので危険であり、また、干潮だと本件浅礁域の水

深が浅くて航行できないので、満潮時及び干潮時を避けて出港してい

た。 

船長は、ふだん、本件浅礁域から出る際、磯波を乗り越えるので、

本船が押し戻されないように本事故発生時と同じ程度の速力で突っ切

るように航行していた。 

船長は、本事故当時、インターネットで気象及び海象の情報を入手

し、波浪注意報が継続して発表されていたことを認めていたが、これ

までも同様の状況で本件浅礁域を出たことがあり、翌日に遊漁船業が

                             
 「磯波」とは、沖合で砕波していない波でも、海岸の浅海域に進んでくる場合には、水深と海底勾配に関係
して生ずる浅水変形、屈折、反射などの効果によって波高が増大し、波長も短くなり、波形勾配が急峻になって
砕波する波のことをいう。 
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あったので、本船を回航することとした。 

船長は、本件浅礁域外の磯波の状況は出港して干出浜付近まで行か

ないと詳しい状況が分からず、本事故当時の磯波がこれまでより高く

感じたので、磯波の状況を見て、引き返して帰港すべきであったと本

事故後に思った。 

船長及び同乗者は、固型式の救命胴衣を着用していた。 

船長及び同乗者は、携帯電話を所持していたが、いずれも身に付け

ていなかったので、本船が転覆した際に紛失した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

  

あり 

なし 

あり 

本船は、波浪注意報が発表されている状況下、佐和田漁港西方沖を

西進中、船首方から波高約２ｍの磯波を受けながら航行を続けたこと

から、船首が持ち上げられて推進器翼が干出浜に接触し、推進力がな

くなって航行不能となり、更に連続する磯波を受けて転覆したものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が、波浪注意報が発表されている状況下、佐和田漁

港西方沖を西進中、船首方から波高約２ｍの磯波を受けながら航行を

続けたため、船首が持ち上げられて推進器翼が干出浜に接触し、推進

力がなくなって航行不能となり、更に連続する磯波を受けて転覆した

ものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・小型船舶は、風波の影響を受けやすいので、堪航性を考慮し、出

港の可否を慎重に判断するとともに、出港後に気象及び海象の状

況に不安があれば速やかに帰港すること。 

・干出浜（さんご礁）付近では磯波が高いので十分注意して航行す

ること。 

・防水型の携帯電話又は防水パックに入れた携帯電話を常に身に付

け、落水した際の連絡手段を確保しておくことが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 

伊良部島

下地島

宮古島

佐和田漁港

佐和田四等三角点

×

事故発生場所
（平成３０年１０月６日
１５時５０分ごろ発生）

▲本船

本件浅礁域

長山港渡口地区

干出帯

水深（～２ｍ）

水深（～１０ｍ）


